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抑
留
者
に
関
連
す
る
政
府
解
釈
が
曖
昧
で
あ
り
、
懸
案
解
決
に
支
障
が
あ
る
。
速
や
か
に
政
府
の
統
一
見
解
を
示
す
必
要
が

あ
る
。
よ
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

詔
書
渙
発
後
敵
の
勢
力
下
に
入
っ
た
者
の
身
分
に
関
す
る
質
問 

旧
憲
法
下
で
は
大
本
営
命
令
は
天
皇
の
命
令
で
あ
り
、
法
令
に
相
当
す
る
。
よ
っ
て
日
本
で
は
、
八
月
十
五
日
以
降
敵
軍

の
勢
力
下
に
入
っ
た
者
は
捕
虜
で
は
な
い
。
し
か
る
に
過
去
の
国
会
に
お
け
る
政
府
答
弁
は
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
際
明
確
に

し
て
も
ら
い
た
い
。 

大
本
営
の
終
戦
当
時
の
命
令
文
の
中
に
「
詔
書
渙
発
以
後
敵
軍
の
勢
力
下
に
入
り
た
る
帝
国
陸
軍
軍
人
軍
属
を
俘
虜
と
認

め
ず
」
と
あ
る
。
海
軍
に
も
同
様
の
命
令
が
あ
っ
た
。 

国
内
的
に
は
捕
虜
で
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
と
存
ず
る
が
、
対
外
的
に
は
ど
う
か
。 

シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
に
関
す
る
質
問
主
意
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三 

 



 

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
け
入
れ
て
終
戦
と
な
る
以
前
に
敵
の
勢
力
下
に
入
っ
た
者
は
、
終
戦
ま
で
の
間
は
「
捕
虜
」
で
あ
る

が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
け
入
れ
後
は
捕
虜
で
は
な
い
。
ソ
連
以
外
の
軍
隊
の
勢
力
下
に
入
っ
た
者
は
、
捕
虜
の
扱
い
を
受
け

て
い
な
い
。 

ソ
連
の
言
う
ご
と
く
、
終
戦
は
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
と
き
だ
と
か
、
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ
る
と
き
だ
と
か
い
う
こ
と

を
肯
定
す
る
の
か
ど
う
か
。 

も
し
ソ
連
の
軍
隊
の
勢
力
下
に
入
っ
た
者
を
捕
虜
と
い
う
な
ら
、
何
時
ま
で
を
捕
虜
と
い
う
の
か
、
降
伏
文
書
に
調
印
す

る
ま
で
な
の
か
、
調
印
後
も
ず
っ
と
捕
虜
な
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
政
府
の
統
一
見
解
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
日
本
が
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
当
事
国
間
の
国
際
条
約
で
あ
る
。
条
約
は
、
当
事
国

間
で
は
他
の
国
際
条
約
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
も
こ
の
宣
言
の
9
項
に
照
ら
し
て
、

対
外
的
に
も
捕
虜
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

ソ
連
抑
留
者
だ
け
が
、
ソ
連
側
に
捕
虜
と
扱
わ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
明
確
な
る
見
解
を
伺
い
た 

 

い
。 

 

四 

 



 

二 
日
ソ
共
同
宣
言
の
解
釈
に
関
す
る
質
問 

 
こ
の
共
同
宣
言
は
、
特
に
日
ソ
両
国
の
国
会
批
准
を
経
た
も
の
で
、
条
約
に
相
当
す
る
。
条
約
の
締
結
は
国
家
権
力
の
行

使
で
あ
り
、
私
権
を
制
限
で
き
る
。
こ
の
条
項
か
ら
、
国
家
権
力
に
よ
り
個
人
の
権
利
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
ど
の
国
も
そ
う
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。 

千
九
百
五
十
六
年
の
日
ソ
共
同
宣
言
の
六
項
に
、
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。 

日
本
国
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
は
、
千
九
百
四
十
五
年
八
月
九
日
以
来
の
戦
争
の
結
果
と
し
て
生

じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
そ
の
団
体
及
び
国
民
の
そ
れ
ぞ
れ
他
方
の
国
、
そ
の
団
体
及
び
国
民
に
対
す
る
す
べ
て
の
請
求

権
を
、
相
互
に
、
放
棄
す
る
。 

   
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
は
、
日
本
国
に
対
し
一
切
の
賠
償
請
求
権
を
放
棄
す
る
。 

五 

 



 

 

六 

し
か
る
に
、
政
府
は
我
々
に
対
し
「
国
と
い
え
ど
も
個
人
の
権
利
ま
で
放
棄
す
る
権
限
は
な
い
、
だ
か
ら
個
人
の
請
求
権

は
あ
る
、
た
だ
外
交
保
護
権
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
、
国
と
し
て
個
人
に
協
力
で
き
な
い
」
と
国
会
に
お
い
て
答
え
て
き
た

が
、
国
内
法
で
も
、
土
地
収
用
法
の
ご
と
く
公
益
の
た
め
な
ら
国
家
権
力
に
よ
り
個
人
の
権
利
を
制
限
で
き
る
法
律
が
あ 

 

る
。  条

約
は
国
内
法
に
優
先
す
る
。
私
権
は
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
共
同
宣
言
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
対
外

的
に
も
通
用
す
る
政
府
の
明
確
な
る
回
答
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


